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令和３年１月１３日 

子 ど も ・ 若 者 部 

児 童 相 談 所 

 

上半期の児童相談所の運営状況の報告について 

 

１ 主旨 

区は、令和２年４月に児童相談所を開設するとともに、児童福祉法施行令第４５条の２の

規定に基づく社会的養育の推進に向けた取り組み等を開始した。今般、令和２年度上半期に

おけるこれらの運営状況を取りまとめたので、報告する。 

 

２ 児童相談所の運営状況等 

（１）概況 

・令和２年４月以降、児童相談所の運営及び児童福祉法施行令第４５条の２の規定に基づ

く社会的養育の推進に向けた取り組み等を順調に進めているところである。 

・新型コロナウイルス感染症拡大による社会情勢の変化等が、子どもと家庭に与える影響

等に留意しながら、より一層きめ細やかな相談援助活動等に努めていく。 

（２）詳細 

【別紙】世田谷区児童相談所運営状況等報告（令和２年１０月版）のとおり。 

＜参考 主な報告事項の抜粋＞ 

 

●児童虐待相談の対応状況 【別紙】１０ページより 

令和２年４月から同年９月までの区児童相談所における虐待相談対応件数は、５７８件となっ

ている。 

●区の一時保護の状況 【別紙】１３ページより  

    令和２年４月から９月末までにおける区の一時保護は、７２人となっている。 

●社会的養護のもとで育つ児童数 【別紙】１５ページより  

令和２年１０月１日現在、養育家庭や施設等へ養育委託・入所措置されている区の児童は 

１１７人となっている。 

●養育家庭の登録数及び委託児童数 【別紙】１６ページより 

    令和２年１０月１日現在の区内の養育家庭の登録数は４４家庭であり、委託児童数は１８人

（うち区の児童６人）となっている。 

●里親等委託率の現状 【別紙】１８ページより 

    令和２年１０月１日現在、区における里親等委託率は、２０．５％となっている。 

●養子縁組里親の登録と特別養子縁組の現状 【別紙】２０ページより 

 ・令和２年１０月１日現在、区児童相談所に養子縁組里親として登録された家庭は、３７家庭

となっている。 

・令和２年４月から同年９月までの区児童相談所が仲介した特別養子縁組の成立数は２件とな

っている。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  令和２年１２月 養育家庭推進・啓発動画、児童虐待防止啓発動画の配信開始 

令和３年 ２月 福祉保健常任委員会（世田谷区社会的養育推進計画（案）の報告） 

３月 世田谷区社会的養育推進計画 策定 

 ５月 福祉保健常任委員会（令和２年度の児童相談所の運営状況【速報値】の報告） 
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